
学校における児童・生徒の非行防止対策の研究(1)

一 非行予測の方法についての一つの試みー
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は じ め に

青少年の健全育成，非行防止が叫ばれ， i人づくり」が国家の重要施策としてとりあげられてからすで

に久しいが，少年非行は依然として衰えをみせないばかりでなく ，ますます，増加の傾向を示し大きな社

会問題，教育問題となっている。最近の少年非行の特色のーっとして，非行年齢の低下の問題があげられ

るが，これは必然的に児童・生徒等在学少年による非行の増加となってあ らわれてくる。なかでも，中学

校，高等学校生徒による非行が目立って多くなり，これらの生徒による非行が，ほとんど毎日の新聞やラ

ジオ ・テνヒ・等のマスコミによって報道されている。このような，在学少年による非行の増加は，やがて

教育に対する国民の信頼感をそこなうドにもなるであろう。少年非行の防止対策は，学校教育の立場か

らもゆるがせにすることのできない重要な課題になってきた。

従来，学校においては，ややもすると少年の非行は，環境の影響が強く .その原因は学校教育の及ばな

い ところにあるものであり，学校教育の限界外であるとする風潮がみられ，他の専門機関に依存しすぎる

傾向があったことは否めない。しかしながら，児童・生徒による非行が急激に増加し，悪質イとしている今

日においては，もはや，この現実に自をそむけることはできなくなってしまった。学校でも，ふっと積極

的にこの問題に取り組み，その解決のために努力しなければならない段階にきていると思う。

学校における非行防止対策は，それが教育の目的である「心身ともに健康な国民の育成Jに直接つなが

るものであり，学校において当然営まれなければならない教育の機能の一つであると考えている。もちろ

ん，非行防止は，学校だけでできるものではなしまた，学校だけの責'任ではないが，非行防止対策の推

進に当って，学校の占める役割はきわめて重く，その効果も大きく期待することができるであろう。

ところで，少年の非行は突然に現われるものではなしそれ以前にすでに非行への「準備状態」ができ

あがっている。たとえば， iある種の基底的性格の上に，不愉快な家庭をせおい，精神的に安定を欠き，

何かにつけ乱暴しやすくなっている」という人格上の継続的状態が非行的傾向であり，潜在的非行性とも

呼んでいる。このような，潜在的非行性という非行への「準備状態Jがあってその上非行を現実にひき起

す引き金の役目をする「犯因性行為条件(非行を生起させる特定の社会的場面)Jが働いた時，非行と iい

う好まし〈ない行動が現実となって，現われるものであるといわれている。少年のおっている潜在的非行

性が強ければ強 いほど，わずかの犯因性行為条件によって容易に非行が顕在化し，その反対の場合には，

たとえ，犯因性行為条件が強〈働いたとしても，現実に非行に陥ることが少ないことは，今同多くの少年

非行研究者によって認められているところであり，これに反対する者はないであろう。

もしも，学校で児童 ・生徒の潜在的非行性を事前に発見することができるならば，その児童・生徒が将

来，非行に陥る危険性があるかどうかを予測することも可能となり，そのような危険性をもっている児章

・生徒に対しては，あらかじめ適切な指導を加え，環境を調整するなど個別的な措置を講ずることによっ

て，非行の発生を学校教育の段階において，防止することも可能となるであろう。

少年非行の防止のためには，各種の帯号機闘があり，それぞれの立場で努力はしているのであるが，そ

れらの機関にあっては，数多くの一般の善良な少年の中から，潜在的指子性をもっている者を事前に識別

して，それに対し適切な指導を継続的に行なうということは困難である。学校以外の機関では，どのよう

に早期に発見しようとしても，問題徴候がある程度表面化し，いわゆる，虞犯(ぐはん)行為や不良行為

として補導網にかかってこなければ，発見するととはむずかしい。問題徴候が現実の行動の面でとらえら



れた時には，すでに非行化が相当進んでいる場合が多く，その後の指導は容易でなく，また効果もあが

らない場合が多い。とれに対し，学校では学齢期にあるほとんどすべての児童・生徒を対象として扱っ

ているので，その中から潜在的星間性をもっている者を選び出すというととは，その方法さえあれば，

容易に行なうことができるであるう。

もしも，学校において個々の児童・生徒の潜在的非行性を予知し，その顕在化を防止するととができ

るならば，多くの少年が多感な少年時代に非行者というらく印をおきれて，劣等感や反抗心をもち，不

幸な少年期を経験するとと;なし心身ともに健やかに成長させることができるであろう。ここ jこ学校

における児童・生徒の非行防止対策としての非行予測法の研究の意義があると思う。

工 少年非行の実態

少年非行の実態のは援は，むずかしい問題である。現在のところ， 司法機関で作成し公表する統計資

料によらなければならないが，由来この種の統計には階数が多く，社会に実際に発生した少年の非行を

もれなく収めるととはとうてい不可能である。しかしながら，これらの資料による以外に適当な資料が

ないので全国的な実態は昭和 39年版犯罪白書(法務省法務総合研究所編)によって，主として昭和

3 7年度の統計資料を用い，新潟県の実態は昭和38年度犯罪統計脅(新潟県欝察本部保安少年課編)

によって，主として昭和 38年度の統計資料を用いて，最近の勤きを概観してみよう。

1 増加の傾向

わが国においては，こと数年来，少年の非行は著しく増加しているといわれているが，まず，その

実態を刑法犯による補導入員の推移について述べてみよう。

第 1表 少年，成人別刑法5殴正人員の推移 I 〈全国〉 昭和 29年-38年

少 年 成 人 全刑法犯に対す
年 度| ーー ー一一ー

人 員 非 行 率 人 員 非行率
る少年の比率(1，000人おヒり) ( 1，0 [) 0人お」り)

一一一一
人 人 % 

昭和 29年 94，342 9.0 419.376 8.4 18.4 

3 0 ヲ6，956 ヲ2 437，104 8.6 18.2 

3 1 100.7 5 8 9.3 427，192 8.2 19.1 

3 2 11 4，30 2 10.4 430，255 7.9 21.0 

3 3 124.379 1 1.1 420，893 7.8 22.8 

3 4 139.618 12A 417，455 7.6 25.1 

3 5 147，899 13.7 413，565 7.4 26.3 

3 6 158，884 1 ~.o 422，430 7.3 27.3 

3 7 162，941 ! 13.9 406，925 6.9 28.6 

3 8 1 74，35 1 I 1 4.2 432，298 7.2 28.7 

- 2ー



全国的な傾向としては，昭和30年このかた実数，非行事(1 0才以上の少年人口 1，00 0人あたり

の非行件数).成人に対する少年の割合ともに年々増加している(第 1表〉。昭和37年度における全

国の刑法犯による少年の補導人員の延数は， 1 6 2，9 4 1人で非行率は 13.9となり，ほぽ少年-;0人

に 1人の割合で刑法犯のため補導を受けていることになる。昭和 38年度にはさらに増加し，延数

1 7 4， 3 5 1人，非行率は 14.2となった。成人の件数は社会の安定と ともに横ばいか，またはお少の

傾向にあるのに対し， 少年の非行のみが，ますます増加していくということは，教育的な立場からもゆ

るがせにできない重要な問題といわなければならない。

第 2表少年，成人別刑法犯延人員の惟移 rr (新潟県) 昭和29 -38年

」ナ一全一一刑一一法一犯一一に一一対一一す少 年 成 人

年 度 |非行率
|非行率!人 員 (1，000人bヒり〉 人 員 (1，0 0 0人定たり) る少年の比率

人 人 % 

昭和 29年| 1，7 9 1 3.5 !:)，9 9 6 4.2 I 23.0 

3 0 1，6 19 3.2 5，868 4.1 22.0 

3 1 1.88 1 3.7 6，t: 68 4.5 22.5 

3 2 2.047 4.0 る，572 4.6 23.7 

3 3 2，522 5.0 6，593 4.8 27.7 

3 4 2.519 4.9 6，400 4.7 28.2 

3 5 3，2 -1 5 6.2 6，4 33 4.7 33.5 

3 6 3.810 7.3 6，633 4.9 36.5 

3 7 4，242 8.1 7，652 5.6 35.7 

3 8 4，257 8.1 8，072 34.5 

新潟県においても，全国の傾向と同じ〈年々増加の一途をたどっているが(第2表)，全国の実態

と比較してみると，非行郡においては低く ，年々の培加率や成人に対する少年の割合においては，著

しく高くなっている。昭和38年の補導人員の延数は， 4，2 57人で非行率は 8.1となり全国のそ

れの約 60φに過ぎないが，昭和31年の非行ネ3.7に対して2倍以上にはね上がっている。このこ

とは，新潟県においては，非行件数こそ少ないが，少年の非行化が最近急速に進んでいることを示し

ているものといえるであろう。

つぎに，特別法犯，ぐ犯，触法行為等刑法犯以外の非行についてみると全国では，第 5表のように

年々地加している。

特別法犯は昭和37年には昭和33年の 2倍近くに地加した。ぐ犯少年は昭和 36年に一時減少の

傾向を示したが，翌fll:l利 37 &手にはすぐに地JJI1し全体的には地加の傾向に変わりはない。 14才未満

の触法少年のWIJJnも著しく ，昭和37年にはu何和33-tf.の2イ寄託くになっている。(この触法行為件

数の中には 14才未満の特別法違反件数も合まれているので，ZR7表の 1t:才未満の刑法犯摘さ主人員

より多くなっている)。
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新潟県においても第4表のように特別法犯，ぐ犯，触法行為ともに治加の傾向が著しい。

第 5表特別法犯 ・ぐ犯 ・触法行為補導延人員の推移I(全国)

(昭和 33年- 37年〉

年 度 特別法犯 ぐ犯〈不良行為を含む) 触 法行為

人 人
33，383人 | 昭和33年 424.258 720，606 

3.4 494.748 790.104 38.848 

3 5 672.7 55 843.168 51.662 

3 6 73 1.4 9 1 798，118 

3 7 835.460 932.188 60.498 

第 4表 特別法犯・ぐ犯 ・触法行為補導延人員の推移II(新潟県)

(昭和 33年......，38年)

年 度 特別法犯 ぐ犯〈不良行為を含む) 触 法 行 為

人 人 人
昭和 33年 ス971 2，403 651 

3 4 10，4 0 1 3.390 621 

3 5 12，744 4.573 1.078 

3 6 12.197 4，840 1.252 

3 7 15.040 5.926 1.373 

38 14，249 6.786 1.376 

以上は少年非行の数的増加の状態を，刑法犯とそれ以外の非行に分けて考察したのであるが，両方

を合計した非行少年の延数は，昭和 38年度には全問で 1，9 9 1， 0 8 9人に迷し，少年人口 1，000 

人あたり 83.4件の割合で補導されたことになる。とれを 14才以上の者だけについてみるならば，

少年人口 1，00 0人あたり実に 140件という大きな数字になる。山木晴雄氏や徳島県答察木部の調

査によれば，社会に実際に発生した少年の非行は，笹察で補導した件数の 3倍ないし 10倍になって

いるというから，実際の非行少年の数は驚くべきものになるであろう。

新潟県においては，昭和37年度に警察の補導を受けた非行少年の延数は， 2 5，2 0 8人で少年人

口1，00 0人あたり 48.0件であったが，昭和38年度には延数 25.2 9 2人，少年人口 1，00 0人

あたり 48. 1件とわずかながら上昇 している。

2 罪質，年齢傍成

少年非行が増加しているといっても，各種の3併Tがみな一様に増加しているわけではなし、。全国的

な傾向として特に増加が目立つのは，第5表のように窃盗，恐かっ，暴行，苦手迫，わいせつなどで，

強盗，強かん，殺人， 放火などには大きな変動は見られないu 詐欺，横領などはむしろ減少の傾向を
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示している。つまり ，知有国句な非行が減って，粗暴な行為および窃盗がふえているということになり

現代っ子の特徴が ζ こにもあらわれているといえよう 。

第 5表 主要罪極別少年刑法犯補導延人員と指数1(全国)

(日召和 31年-37年〉 数字は人数， U内数字は指数

言ザと竺総 数 殺 人 強;かん 強 盗 窃 盗 暴 行 傷 害

昭和 31年
1 0 0，7 58 323 2，0 10 1，998 57，261 5，408 1 1，242 

(1 00) (100) (100) (100) (100) (10 0) (1 00) 

3 2 11 4，302 307 2，823 2，173 5q(1 877 7，256 1 3，6 15 
(1 1 3) (95) (140) (1 09) (134) (1 21) 

3 3 124，379 359 4，605 2，348 56，856 呪81 1 15，557 
(123) (1 1 1) (229) (11 8) (99) (18 1) (138) 

3 4 139，618 41 5 4，530 2，550 64，4 4 7 1 0，5 7 1 1 6，005 
(139) (128) (225) (128) (1 13) (1 95) (1~1 ー

3 5 147，899 423 4，232 2，646 68.7 79 10.197 1 5.674 
(147) (131) (2 11) (132) (1 20) (189) (139) 

3 6 158.884 440 4，106 2(，31 80 77.542 1 0.534 16(，51 34 
(158) (136) (204) 1 9) (135) (195) 47) 

3 7 
162，941 336 3，866 2(，1 16? 83.105 1O(，2 ?64 15(，51 38 

(162) (1 04) (1 92) 。η (145) o 3) 38) 

~年~、度~非~極¥ 脅 迫 恐かっ 放 火 詐 欺 横 儀 わいせつ i
昭和31年

587 5(11 51 1408 ) 2(，?1604 0) 1f814001 〕
475 

(100) 00) (10 Q_Q_Q2__j 

3 2 (61616 3) 8(，O1 78 
54) 

162 9〉
(10 

5f，O1707 43 1f81 8? 
03) 

3 3 798 11.588 183 2，6(??5 1〕 15f800 1) (818826〕!; (136) (22 1) (124) 

3 4 (71956 6) 15(.2475? 7) (11829 8〉 2，5(872 0) 1.4(474 81 f?1 47 
99) 

3 5 (81447 4) 15(，62 46 
60) 

205 7〕
(13 

2，1(978 4〕 15(711 1) ヲ888〕
(20 

3 6 920 15(，2 758 2120 ) 2，1σ12 1) 11(5651 ) 1(026244〉ii 
(157) 62) (14 

3 I 935 14，384 1 54 1，661 900 
(159) (274) (1 04) (56) (48) (238) 

新潟県の状況は，第 6表の ようにとと数年の傾向と して，恐かっ，努迫，暴行などの粗暴な非行の

地加が著ししわいせつ，強かんなどの性的指?がこれにつぎ，放火や知能的な詐欺，横領などは減

少しつつあることは，大体全国と同じ傾向にあるものといえよう。
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第 6表 主要弊積別少年刑法犯補導延人員と指数u(新潟県)

下k運 芝!総 数!殺 人|強 強 τか ん 十Iiで~ 行~.- I. 傷闘 喰回

昭和29年 | 1，791 2 13! 25 33 i 151 
(1 00) (1 00) (100) (100) (1 00) (1 00) 

一 一一一-
(100) 

ー

3 0 1，619 5 1 1 7 27 44 18 1 
(90) (1 50) (85) (28) (169) 

ト__{1_主5主?ー←_ (1 ~り
3 1 

1，88 1 2 20 ? 50 13 1 8 1 

{工旦む (1 00) (154) σ6) (313) (421) ._ (1_2 g) 
3 2 2(，01 47 2 10 5 34 144 188 

1 4) (100) (77) (20) (2 1 3) (436) ー(広三L
3 3 

2，522 4 23 1 4 5 1 (21 56 232 
(14 1) (200) (177) (56) (319) 1 5) (154) 

3 4 2，519 5 38 13 38 253 220 
(141) 。50) (292) (52) (238) (767) (1 46) 

3 5 
3，245 3 26 ? 71 226 1予

(15町 (200) (36) ß_~ 一丘2旦50-
(1 26) 

(200) 
1 7 32 i 93 292 3 6 3，810 

(213) (131) (1 28) i (581)| (758)1 (193) 

4.2 42 7 1 1 216 ' 21丹

(237) (350) ! (85) (1 24) (450) (62 

4257| 5 15 24 i 55 28 
(238) (1 50) (1 1 5) I (96)。 (344) ~←J 

つぎに，刑法犯により補導された少年の年齢布育成をみると，全国では第7表のように 16才以上の

年長少年は，昭和 37年にいたって減少しているのに， 1 5才以下の年少少年は実数，非行率ともに

依然として著しい上昇を続けている。

新潟県における非行少年の年総構成は，第 8表のように年少少年ほど増加の割合が高くなっている

ことは全国と同じ傾向にあるが，特に 14才未満の少年の非行率は，全国主jL均よりも高くなっており

非行の低年齢化の現象が著しいということができるであろう。

第7表 ]fIJ法犯少年の年齢別補滋延人員1 (全国〉 (昭和33年~3 7年)

1 4才未満 1 4 才~ 15才 1 6才~1 7才 1 a 才~ 1 9才

年 度

員巴Eゑ 十:lEfd fhIL宝 非(1.0行00人率人 人 員 人 員
fこり) あたり}
一 一

人 人 人
昭和33年| 30，994 2.5 7.5 44.11 4 1 1.2 51，005 15.2 

3 4 37，281 2.9 10.0 47，111 1 2.0 56，610 15.1 

3 5 48，7 8 3 3.6 35，375 11.4 50，558 13.2 6 1.966 16.1 

3 6 57，572 4.5 44，909 I 11.7 51，2 1 7 14.2 62.758 16.1 

3 7 57，808 4.7 60，6 15 12.7 43，0 B 9 13.9 59，237 15.5 
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(昭和 29年-38年〕 数字は人数， ( )内数字は指数

第 8表刑法犯少年の年齢別補導延人員 は (新潟県) (昭和 33年-38年)

1 4才未満 1 4才-15才 1 6..(-1 7才 1 8才-19才

年 度 非行皐 '非行率
ーーー ー-

非行率:
人 員

打、あ、OたDりD入〕 人 員 (T1ζ.00口入あ 人 員 ( 1.日日白人あ

り〉 た弘一一

人 人 人

昭和 33年 65 1 2.4 L. 32 I 5.2 617 i 7.0 

人 822則刈~非川i'ht.:.行O1リO0J 〕

3 4 621 2.3 442 5.4 694 7.9 9. 

3 5 1，078 3.9 513 6.2 75 1 8.5 903 11. 

3 6 1，252 4.6 752 9. 1 830 9.4 976 12. 

57」1375 5.0 1，1 55 13.9 750 8.5 964 12 

3 8 I 1，376 5.0 1， C 4 2 12.6 884 10.0 955 12 

一 一一一

3 非行年齢の低下と在学少年の増加

非行少年の実数の増加については 1で述べたが，全国の刑法犯少年の年齢別補導人員の少年人口

1， 0 0 0人あたり の割合(非行皐)の年次別の推移を見ると (第?表)，低年白色層ほどt曽加が著ーしい

ことがわかる。特に 15才以下の義主主教育年鈴層の増加は著しく ，間和29年当時に比べ約2倍にな

っている。 これに対し，高年防になるに従って噌加の割合は鈍り， 2 0才以上の成人になると逆に減

少している。新潟県においては，非行年的の低下が特に著 しく ， 17才以下の年帥層にあっては昭和

2 9作・当時のが'13倍にもはねあがり，全両の増加みがをはるかに上阿っている(第 10表)
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第?表 河怯犯年齢J31J補導人員の非行率，指数の推移 1(全国〉 (昭和29年-37年)

1 4才未満 1 4才-15才 1 6才-17才 1 8才-19J. 20%-24才
年 度 (成人〉

非行Eド 指 数 非行寧 指数 非行率 指数 非行率 指数 非行率 f旨 数

附加 29年 2.4 100 6.1 100 8.5 1 00 12.3 100 16.2 100 

3 0 2.2 92 5.8 95 8.8 104 13.1 1 07 17.1 106 

3 1 2.2 92 !:l.6 92 8.9 105 14.0 1 1 4 17.0 105・

3 2 2.4 100 6.7 1 1 0 10.2 120 15.2 1 24 16.3 10 1 

J ヲヲJ 2.5 104 7.5 123 11.2 1 32 15.2 124 17.0 105 

3 4 2.9 121 10.0 164 12.0 1 4 1 15.1 1 23 16.9 104 

3 5 3.6 150 11.4 187 13.2 155 16.1 131 17.0 105 

3 6 4.5 188 11.7 192 14.2 1 67 1 6.1 1 3 1 16.2 100 

3 7 196 .12.7 208 13.9 164 15.5 126 15.4 95 

第 10表 刑法犯年齢男IJ補導人員の非行率，指数の推移11(新潟県) (昭和 29年-38年)

1 4才 未 満 1 4才-1 5才 1 6才-17才 1 8才-19才 20才以上(成人〉
4手 度

非行率指 数 非行率 指数 非行率 指数 非行率 指数 非行率 指 数

昭和 29年 1.8 100 4.2 100 玉.6 10 U 6.9 100 4.2 100 

， 

3 0 1.0 56 3.1 74 4.4 122 7.3 106 4.1 98 

3 1 2.2 i 22 2.5 60 4.7 1 31 7.9 11tl 4.5 1 07 

3 2 2.6 1 44 2.5 60 5.4 150 8.0 11 6 4.6 110 

3 3 2.4 133 5.2 124 7.0 194 10.3 149 4.8 1 1 4 

3 4 2.3 128 5.4 129 7.9 219 9.6 139 4.7 1 12 

3 5 3.9 2 1 7 6.2 148 8.5 236 11.4 165 4.7 11 2 

3 6 4.6 256 9.4 261 12.3 1 78 4.9 11 7 

3 7 ・ 5.0 278 13.9 i 331 8.5 236 12.1 175 5.6 133 

3 8 12.6 I 300 10.0 278 12.0 1711 5.9 140 

第ヲ表，第 10表によって全国，新潟県ともに刑法犯による繍導入員の増加は，年少者ほど著しい

ことを見てきたが，この傾向は特別法犯，ぐ犯等を含めた全非行少年についても同じである。とのよ

うに，年少非行者の培加は必然的に在学少年による非行の地加となって現われてくる。その実態を学

校種別ごとに見ると次φようになっている。
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第 11表在学少年の非行の実態1(全国) (昭和 33年， 3 5年， 3-7年)

年

度

昭
和

一
十

年

日ヨ
和

卜
五
年

昭
和

十
七
年

学 生 中 寸~ 生 品 校 生 大 学 生
区 分

非行率人人 員 員 非行率 人 員 非行考E 人 員 非行率

人 人 人 人
汗fJ 法 5日 27 21，55 1 1 1，930 2，5 1 3 

蝕法行為 16，574 1 2，7 0 1 一
ぐ犯行為 76，482 130，885 103，837 4，893 

93，083 6.9 165，137 31.7 1 1 5.7 6 7 38.0 7，406 11.4 

刑 法 5日 1 6 26，347 1 6，7 0 7 3，012 

触法行為 23，958 22，826 一
ぐ犯行為 93，77 2 163，723 128，8 12 6，040 

計 117，746 守.4 21 2，896 36.1 1 45，51 9 45.1 9，052 12.8 

~J 法 5日 12 48，948 20，8 12 3，476 

触法行為 24，201 31，526 一
ぐ犯行為 72，277 220.031 150，683 呪218

計 ?ム490 8.7 300，505 41.0 1 7 1，4 95 52.2 12，694 1 5.2 

注 1. 特別法犯は除いてある。

2. 非行率は在学生 1，00 0人あたりの比率である。(小学生は3年生以上)

第 11表を見ると，全国では昭和 37年における中学生の非行人員は，道路交通法等の特別法関係

を除いても 30 0，5 0 5人で生徒 1，00 0人あたり4 1件になり，昭和 33年に比べ 10件近く増加

している。生徒の手間率の増加が特に嗣著なのは高校生であって，昭和 33年の非行率38. 0が昭和

3 7年には，5 2.2と大幅に増加している。このことは中学生は 24人に 1人，高校生では 19人に

1人の割合で特別法以外の非行により警察の補導を受けていることになる。これに特別法関係を加え

るならば非行率はさらに高くなり，中学生，高校生に対する非行防止対策が早急に考えなければなら

ない段階こきていることがよくわかるであろう。
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第 12表 在学少年の非行の実態n(新潟県〉 (昭和 33年， 35年， 3 7年)

年
分

学 生 中 学 生 r奇 校 生 大 学 生
区

度 人 員 非行率 人 員 非行率 人 員 非行率 人 員 i非行率

日百 人 t 人 人 人

和 ?向 法 38 112 31 

十 触法行為 369 

年
ぐ犯行 為 359 525 420 5 

728 2.7 1， 1 2 1 ス5 532 10.0 36 

昭 邦j 法 ~8 235 1 1 

和
j~l~ 法行為 513 

480 985 718 8 

年 計 993 3.8 : 1，932 11.5 953 1 6.5 1 9 

tlF土 i刑触接法行租為
419 46 

598 

12ぐ犯行為 549 1，439 1，032 : 67 

l年
i 

計 1，1 47 : 5.1 3，078 I 15.1 1.45 1 I 23.4 

注 1.特別法犯は除いてある。

2. 非行率は在学生 1，00 0人あたりの比率iである。(小学生は5年生臥上)

新潟県では第 12表のように，中学生の非行率は 15.1，高校生は 23. 4である。手何?率において

は全国031;以下の低率ではあるが，非行の増加の割合は著しく高<，在学少年の非行化が急速に進ん

でいることを示しているが，このことは教育関係者にとっては特に注目を要する事実ではないだろうか。

つぎに，在学少年と←般少年の非行の割合を，刑法犯について新潟県の統計によって比較してみる

と第 13表のようになり .在学少年の割令は著し〈高くなっていることがわかる。

第 13表 刑法犯少年(合触法)の在学生と一世との割合
さらに，在学少年と一般少年の増加の

割合を年次別にみると第 14表のように

(新潟県) E3ムり盟 (昭和 38年〉 なり ・一般少年は昭和 38年には昭和

- 1 0-

3 1年の 1.3 6倍になったのに対し，在

学少年は実に 3.59 f音にもなっている。

その中でも，最も増加の著しいのは第

1 5表のように高砂生と中学生である。

とのような事実をみる とき，在学少年

特に中学生，高校生に対する非行防止対

策を， もっと積極的に学校教育の中に取

り入れ.生徒指導を強化する必要がある

ことを痛切に感ずるのである。



第 14表 刑法犯少年(合触法)の在学生と→没の年次別役移(新潟県)

(昭和3 1 年~3 8年〉

t旨

--
e?
'
a
t
i
l
a
r
-
a'
i
t
-
--

n

u

n

H
》

n
U

n
u

門
U

門

U

必
斗
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n

4

一一 夜学生

数
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_r 

----』一一一一一_-----_ - ・_-ーー・・--ー咽，ーーー--ー---c--ーー一ー-ー・4

~三て工三三二---------_.一一←一一---

-一般

100 -;-

3 2年

923 

12 1 

1，1 24 

1 00 :可 51

33年 I3 4年 I3 5年 | 36fJ57年六日年 i
一 一 -_---一‘

JI計三i:~:J~i~~.:日目
一一一 一一←-.-?---:-I-ー♂十

第 15表刑法犯少年(含館、法)の学校別推移(新潟県〉

(昭和31年-38年)

f~ 扇 500 

<100 

300 

数
200 

100 

~、持:-----.主別 3 1年 I3 2年 1 3 3年 3 4年 3 5年 1 36年 3 7年 j3 8年
区 ~

人 員 243 3 18 369 390 51 3 542 598 638 
小 学生

指 数 1 52 1 60 223 1 00 1 3 1 2 1 1 246 263 

人 員 4 1 5 436 596 539 947 1，306 1，639 1，564 
中学 生 一一 ーー一 一

指 数 100 1日5 144 130 228 ~ 1 5 5守5 377 
句 巴.

人 員 79 1 51 1 1 2 176 235 I 31 0 419 469 
高校 生 「ーー『ーー一一ーートー →-

指 数 1 00 i 1 9 1 1 42 223 297 I 392 530 594 
、

一一一~ー

600 ~ 一一ー・ 高校生
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立 非行予測 の理論

1 非行に関する基本的な考え方

(1) 非行の定義

非行とはグ !)yクェジνィ (De 1 i nquency) の訳語であるが，これは社会における一定の

行為基準に反する行動を意味し，犯罪よりも広い概念である。グリュ y ク夫妻 (Glueck.S .&E.) 

は「すべての非行行動は，どのような特定の形態をとろうとも，社会規律の要求に対する個人の不

腕 Eという公分母をもつものであり，成人社会生活の観世した基準に対する不適応のー形態であるJ

と述べているが，非行も人閣の行動の一部であり，自我一環境体制の力動的な表現としてみること

ができる。多くの普通人の行動から著しく逸脱した行動は，異常行動または不適応行動といわれ，

非社会的行動と反社会的行動とに分けられる。

これらの行動のうち社会のもっている価値基準すなわち，法体，規則，道徳，習慣などに適応す

るこ とができないで，健全な社会にとって有害な行動となり，現行少年法のえ脆に触れるような反

社会的な行動，すなわち， 犯罪行為(1 4才以上で刑罰法令を犯した行為)，触法行為(1 4才未

満で刑罰法令に触れた行為)，ぐ犯行為〈将来，刑罰法令を犯すおそれのあるような行為)および

その他の不良行為等を総称して今日では一般に「非行」といb、ならわしている。

(2) 現有の原因

古くから非行の原因を遺伝的素質に求めようとする生得説と，環境の原因に帰せしめよう とする

獲得説とにわかれて論議されてきた。生得説とは「素質論」であり，非行の主観的，内面的要因に

注目して遺伝，性格，体質，精神異常など個人の内的条件にその原因を求めようとするものであり

獲得説とは 「環境論」であって，非行の客観的，外面的要因に着目して，気候風土，地域，宗教，

経済，教育，文化等の外的条件に原因を求めよう とするものであるが，いずれも一方的な考え方で

あるということが明らかになり，両者を止傷した第 5の学説があらわれた。クィリアム .νュテ)1/

Y (S tetn ， W.) の福鞍(ふくそう〉説がそれである。この特>.lは，人聞の行動やその発達を

「遺伝的紫質」と 「環境の影響」の二つの要因の相互関係においてとらえよう とするもので， r総
合的動力学的犯罪論Jともいわれている。この立場では，非行は人格全体を買いて作用する素質的

要因と環境的要因の力動的関係によって発生すると考えるものであるが，おそG<今日との考え方

を否定する者はないであろう。本研究でもこの立場に立って，その研究を進めていきたいと考えて

いる。

(3)潜在的非行性の形成と非行発生の心理的機制

潜勘~~間性とは， 個人の人格のうちに潜む， 環境との関係における人絡の反社会異常状態であ

り，非行行動を発生させやすい継続的な人格の状態のことである。このような潜在的非行性の形成

に関する心理的機制として水島恵一氏は，次の二つをあげている。

①欲求不満状態の反応とみられる一次性行動異常や.愛情，しつけなどの不足が行動の社会的

統制を弱める結果，本来の欲求傾向が非行的に条件づけられるなど，適応能力の阻害に関する

情動的不適応の機制

@適応内容の阻害に関する文化的感応の機制

円
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この両機制は相互作用をしながら反社会的な行動となって固定し，人格の内により高い非行性を

形成していくものである。とのよヨにして，人格の奥深くに形成された非行性は，犯因性行為条件

としての刺倣が加えられた時，容易に顕在化し，具体的な非行行動となってあらわれる

(4) 潜在的非行性と非行の予測

潜在的非行牲を有する者は，わずかの刺激によって容易に非行という社会の行為基準から逸脱し

た行動を選択しやすいのであるが，その潜在的非行性は具体的には個人の自己統制力(欲求不満耐

性〉と社会適応(環境体験)の状態とに見ることができる。

ア 自己統制力と非行との関係

ヒーリー (Healy，W.)によれば，欲求不満や葛藤(かっとう)による緊張が，個人の有す

る耐性の限界を越えた時，その代償として弗行があらわれるという。このような耐性のことを自

己統制力といい，遺伝的，素質的なものと環境，教育，経験などによって後天的に得られたもの

が複雑にからみ合って形成されたものであって，いろいろな欲求不満や誘惑などに耐え，自己の

行動全社会の基準に適合させ，制度的な行動を選択させるなど個人と環境との調整機能としての

はたらさをもっている。したがって，貧困な統制力は結果として，容易に衝動的な行動を生起さ

せ，社会の行為基準から逸脱した行動を選択させることになりやすい。とれに反し，良い統制力

は欲求不満や誘惑などの不良な刺激にもよく耐えて，非行などの反社会的行動の発生を抑制する

機能をもっている。

イ 社会適応と非行との関係

人は不良な環境におかれれば，非行に陥りやすいことは，だれでも認めるところであるが，同

じ環境にありながら非行に陥る者と陥らない者とがある。この違いは自己統制力の差だけではな

く，自己のおかれている環境をどのように認知し，どのように感じているかという環境体験の状

態と密接に関連している。もしも，自己のおかれていあ環境に対し，良い環境体験として認知し

ている場合には，たとえそれがどのように不良な境遇であったとしても，精神的に安定した良い

社会適応の状態にあり，不適応行動としての非行は発生しにくい。その反対に不良な環境体験

として認知している場合には，たとえそれがどのように良い境遇であったとしても，常に欲求不

満の状態におかれ，精神的に不安定となり，不良な社会適応の状態となって，非行の発生を促進

する。つまり ，同じ環境にあってもその環境をどのように認知しているかという環境体験すなわ

ち，社会適応の状態によって，非行への衝動は大きく違ってくるのである。

以上は自己統制力〈欲求不満耐性〉と社会適応(環境体験〉の良否が，非行という現実の行動の生起

にどのように関連するか‘ということについて述べたのであるが，人格の面において自己統制力が乏しく

その上不良な社会適応の状態にある者は，そうでない者に比べ非行に陥る危険性の高い不安定な状態に

あるということができる。したがって，児童・生徒の自己統制力と社会適応の状態を客観的に知ること

ができれば，その者が非行に陥りやすい状態にあるかどうか判断することができ，非行の予測も可能と

なるのである。
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2 非行予測;去の概観

非行防止対策としては，いろいろ考えられるが，少年の有する潜在的非行性を皐期に発見し，非行

性形成の原闘を追求し，とれを除去することが効果的であることは論をまたない。非行性形成の原因

を知り，非行を予測するということは，非行者を教育的あるいは治療的な立場で処置して，非行の発

生やその発展を防止しようと考えている人々にとっては，医師の診断における予後の見広てと同じよ

うに欠くことのできない重要な過程である。このため，少年の有する潜在的非行性を早期に発見し，

将来の社会的行動半年に非有の危険性について確実な予測をしようとする研究が，洋の東西を問わず早

くから試みられていたが， 1， 92 0年から 30年代にかけてようやく活発になってきた。 特に1，950

年グリュック夫妻が， i少年非行の予測」についての研究を発表するにおよんで，グリュ yク方式に

よる予測j研究がとみに感んになってきた。

(J) 非行予測法の分類

非行予測の方法には二つの大きな流れがある。その一つは臨床診断的な方法(全体的評価法)で

あり，他の一つは数理統計的な方法(点数法)である。臨床診断的な方法とは，犯罪生物学的な立

場から対象者の人格全体を分析し，またそれを統合して全体的な評価によって非行行動を診断的に

予測しようとするものであって，非行に陥るかどうかは個々の対象のダイナミyクスにあるとする立

場をとっている。この立場の非行予測法では，診断のための最も重要な標識を，対象者の人格特に

性格に求め，これと関連して過去の社会的行動と，そのおかれている環境とをは握し，それらの力

動的な関係の考察から予後を知ろうとするものである。

とれに対し，数理統計的な方法では犯因的諸特性を統計的方法によって数毘化し，その得点の大

小によって将来の非行行動を予知しようとするもので，確率論の上に立つものである。この方法の

特徴は，臨床診断的な項目や主観的な判断を必要とする項目をさけ，できるだけだれでも利用でき

る客観的な，そして非行者と無非行者を鋭く識別できる条件をみたすような項目すなわち，両者の

間に統計的に有意差のある項目の評定によって，将来の非行を予測しようとするものである。この

方法では因子を厳格に炉躍しておくならば，いかなる評定者によっても同ーの結果が期待できるの

で，臨床診断的な方法よりも客観的であるといわれている。

また，非行予測法はその目的によって早期予測法と再非行予測法とに分けられる。早期予測法と

は非行の発生する前に，将来の非行を予知しようとするものであり，再非行予測法とは一度非行の

あった者が，将来再び非行をするかどうかを判断しようとするものであるが，学校において最も必

要とし，かっ教育的な効果の大きいものは早期予測法である。

(2) 非行の早期予測法

ア グリュック夫妻の早期予測法

皐期予測法の代表的なものは，グリュ yク夫妻による皐期予測法である。グリュ yク夫妻は

500名の非行少年と，それと|司数の無非行少年の調査研究により，少年の非行と関連をもっ

402個の国子を集めたが，その内訳は，①身体の状態に闘するもの 30，②体質に凶するもの

5 5，③知能の働きに関するもの 56，④性格およびパ-:Jナリティに闘するもの 57.@気質

のダイナミ yクスに関するもの 55，@家庭，学校，地域社会の闘係などに闘するもの 149と

なっている。
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これらの因子について，非行との実際の関連性を統計的に吟味し，両群の聞で有意差の大きい因

子を選び出し，それをさらに，少数の識別カの高い因干にしぼって，最終的には 3組 15個の予測

因子を選び出すことに成功した。これらの因子は，① 非行者と無非行者の識別力が最大であるこ

と，② 5. 6才の幼児期においてすでに現われているものであること，@ 相互にある程度の独

立性をもっていること等においてすぐれた予測因子の条件を満たすものであった。このようにして

作成されたグ Yュック失妻の早期予測法の構成は，次のようになっている。

a 社会的 5因子による早期予測法

グリュック夫妻は各因子の非行に対する同連性の度合いを加重失点方式によって数量化し，次

のような社会的5因子の加重失点一覧表と，これに基づく非行予測表を作成した。との社会的 5

因子の加重失点表を対象少年に適用し，社会的 5因子を通じての合計失点を算出して，その失点

の総計を非行予測表にあてはめ，これから非行に陥る蓋然性を求めようとするものである。

社会的因子のサブ .カテゴリーと加重失点一覧表

社会的凶子

1 父による少年のしつけ

厳格すぎるかあるいは気まぐれ

ゆるやか

確固かっ殺切

2. 母による少年の監瞥

不適切

普 通

適切

3. 少年に対する父の愛情

無関心あるいは敵対的

温情ゆたか(盲愛を含む〉

4 少年に対する母の愛情

無関心あるいは敵対的

温情ゆたか(盲愛を含む)

5. 家族の結合

結びついていない

多少の結びつき

結びついている

加重失点

7 1.8 

5 9.8 

9. 3 

8 3. 2 

5 7.5 

9. 9 

7 5.9 

3 3.8 

8 6.2 

4 3. 1 

9 6.9 

6 1.3 

2 O. 6 

社会的5因子による非行予測表 (4級の例)

加重失点級 非行をする確率 (10 0につき〉

2 0 0点未満 8.2 

200-249点 37.0 

250-299点 6 3. 5 

300点以上 3 9.2 

- 1 5 -

たとえば，ある少年の社会的環境

を調査し，これを加重失点一覧表に

あてはめて評定した結果，失点の総

計が 300点以上であった場合，そ

の少年の非行に陥る確率は非行予測

表 (4級〕によると 89.2 %.非行

に陥らない悩率は 10.8%である。

したがって，この少年は将来非行に

陥る危険性が，きわめて高いという

ように判断し，また，別の少年の社

会的 5因子の加重失点の総計が200

点未満であった場合には，その少年

の非行に陥る確率は 8.2%.非行に

陥らない姥率は， 91.8%であるの

でこの少年が将来非行に陥る危険性

は，きわめて低いというように判断

するのである。

非行をしない確率 (10 0につき〕

9 1. 8 

6 3. 0 

3 6.5 

1 0.8 



b ローJレνャyハ .テス トによる性格特性の 5因子による早期予測法 、
ト(説明省略)

t 精神医学的面接によるパーソアリティ特性の5因子による早I.M予測法 J

イ 館沢徳弘氏の早期予測法

グリュックの社会的 5因子による予測方式によって，川崎市において 53対の非行少年群と無非

行少年群に対して追試した結果作成したもので，小学校 3，4年時を予測時点としている。予測因

子およびその小分けはグリ ュy ク夫妻のものと閉じであるが，サブカテゴリー(小項目)の失点、の

重みづけがやや異なっているq いわば，グリ ュy ク方式の日南校ともいうべきものであるo

ク 牛島義友氏の早期発見法

34 0名の非行少年と 703名の無非行少年の比較調査によって作成した不良化傾向の早期発見

法は， 6 6個の生活条件を点数に換算し，その点数の大小によって非行者と正常者を識別しようと

するものである。この方法・は環境性格評定尺度として発表されたが，第 1部主として環境 17項目

第 2部主として成育や生活状況 12項目，第 5部主として性格 14項目からなり，各項目とも 5段

階評価になっており.，各項自の段階点の合計を段階点基準表にあてはめ，非行の危険性の度合いを

評定するようなしくみになっている。

(3) 再非行の予測法

ア 吉益{梅夫氏の再非行予測法

ドイ:/<Z:l58罪生物学の考え方に基礎をおき，青少年受刑者80・0名について調査研究した結果，

① 精神病質，②早発犯罪，③高度反復，(1) 欠損家庭，@ 就学不全，@ ひん繁な転職，

① 2回以上の施設収容の 7項目を危険徴候としてあげ，因子の検定および予測表の作成をしたが

「社会的予後の判定は点数法を多考として，犯罪生物学の紫主主のある人が全体的に評価し，是正補

充して行なったならば，有効確実な結果が得られるであろうJといっている。

イ 警察庁の非行危険性判定法

との判定法は主として，第 1線の警察官が補導した少年の非行再発の危険性の程度を判断する時

の参考とするために考案されたもので，第 1に項目法として①早発非行，② 手口類似，@ 就

学不全，0 転職回数，⑤ 欠損家庭，@ 交友不良の 6個の社会的事実について調査し，該当す

るものに 1点を与え，その合計点数によって再非行の危険性の度合いを示すようになっている。第

2には図版法として無意味なインクプロットに よる 5枚の凶版からなっており，対象者がその図授

にどのような反応をするかによって，性格上の異常点を算出し，項目法と図仮法の得点を総合判断

して，再非行への危険性を判定しようとするものである。

ク 館沢徳弘氏の再非行予測法

川崎市における実態調査において調査した因子の中から，再非行者と無非行者を識別する因子 7

個を得て，再非行予測法を作成した。その内容は早期予測法にくらべ予測因子および加重失点、が多

少変わっているが，基本的な原理は早期予測法と同じであるので説明は省略する。

以上，現在用いられている非行予測法のおもなものについて概観してきたが，これらの予測法は，い

ずれも調査に専門的な知識技術や多くの時間と労力を必要としたり ，あるいは調査項目カ専 期予測に適

しないなどの理由で，学校で多数の一般児童・生徒の中から非行の危険性のある者を識別するための予
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測法として用いるには適当とはいわれない。

瓜研究の目的

従来，学校において行なわれた非行防止対策は，多くの場合非行が発生した後の事後対策，再非行防

止文様になりがちであり，非行の危険性のある者に対し事前に適切な指導を行ない，非行の発生を未然

に防止するということは，ほとんど行なわれていなかった。そのため非行が発生して初めて気がつくと

いう例もしばしばであったが，その大きな原因の一つは個々の児童 ・生徒が潜在的非行性を有するかど

うかを予知することが困難なことによるものであると思う。少年の有する浴在的非行性を予知し，将来

の非行を予測することは，すでに多くの研究者によって試みられ，ある程度の成果をあげている。しか

しながら，学校で多数の一般の児童 ・生徒に対して実施するのに適した予測法は今のところ見当らない。

学校で行なう非行の予測は数多くの児童・生徒に対し，臨床診断の専門家でない教師によって行なわ

れるのを原則とするので，専門的知識や技術を必要としない数理統計的な方法を用いて，潜在的非行性

を有する者を第一次の選別をし，それにより選別された者に対しては，あらゆる角度から詳細なケース

スタディを行ない専門家の怠見をも加えて，全体的に評価診断するという 2段構えの方法によらなけれ

ばならないであろう。

本研究では，このような考えによって専門的な知識や技術を婆せず，時間的，労力的，経済的な負担

も少なくて，多忙な学校の教師によって容易に実施することのできる非行予測の方法を考究し，さらに

学校において非行予測法を活用した非行防止のための効果的な指導法を研究しようとするものである。

lV 研究の内容と結果の考察

l 研究計画の概要

本研究では学校における児童・生徒の非行防止対策のーっとして，非行の早期予測法ならびに，非

行予測に基づく指導法を昭和39年度から次のような3か年計画で，継続的に研究しようとするもの

である。

第 1年次 学校において斗投の児童 ・生徒の中から潜在的非行性をもっている者を事前に識別し

非行を予測することの可能性を検討するために予備的な調査研究をする。その方法として調査

対象に非行群および，その対照群として同数の無非行群を選び，予測因子としては 「自己統制

力」と「社会適応」の 2倒の因子を用い，この予測因 子と非行の有無の関連について，客観的

テストを用いて調査測定し，同群の差を比較検討して 2個の予測因子によって，潜平E的非行性

を識別することが可能であるかどうか検証する。

第 2年次 第 1年次と別な非行群と無非行群を選ぴ，それに対して自己統制力と社会適応の調査

測定をし， 二つの因子と非行との関連性を数量化して非行予測基準を作成する。つづいて，そ

の予測基準の信頼性と妥当性の検定を行なう。

第 3年次 第 2年次に作成した非行予測基準を一般の児童・生徒に適用 し，潜在的非行性を有す

る者を識別する。この方法によって識別された者に対し，詳細なケーススタディを行ない，非

行性形成の原因を探究し，このような児童・生徒に対する個別指導の方法を考究するとともに
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非行予測法を活用した桜極的な非行防止対策そ研究する。-

Z 第工年;欠の研究内容と結果の考察

(1) 研究約五夜校の選定

ア 調査対象校の選定

新潟市内の中学校の中から地域性を考慮して，つぎの 4か校を調査対象校として選んだ。

都市郊外の農漁村地帯の中学校 1校 (a) 

都市周辺部の工場地獄の中学校 1校 (b) 

- 都市周辺部の住宅地帯の中学校

都市中心部の商業，住宅地帯の中学校

イ 非行群とその対照群の決定

1校 (c) 

1校 (d)

それぞれの調査対象校の協力によって，各学校ごとに非行群とその対照群としての無非行群を

選び出した。非行群に属する者としては，非行を継続的に行なっている者で明らかに精神障害

(精神薄弱，精神病等)に起因する者を除き. 4泊、校合計 60名を選んだが.その内訳はa校10

名. b校 28名. c絞?名， d校 13名である。無非行群としては同一学校内で，非行群に属す

る者と年齢，知能，学業成績，身体状況，家庭環境等の条件が同じ者で，現在までに非行がない

ことが明らかな者を同数選び出した。(対象はいずれも男子〉

(2) 調査の実施

ア 自己統制力 (欲求不治耐性〉の調査

a 使用テスト

非行生徒と無非行牛ー徒の自己統制力を調査するために， *明寛編，集団ローノレνャッハ ・

テスト〈集団新訂人格検査〉を用いた。このテ7，卜はローノレνャy ハ ・テス トを集団用tこ改訂

したもので，ロ -}l/i/ャyハ ・テストの基本仮説を解釈作業の綬拠としている。それによると

入閣の精神活劫は，高次の精神活動と低次の精神活動の閣の力動的な関係、としてとらえるとと

ができる。すなわち，社会的な制度，規制に従おうとする活動とそれを妨害しようとする誼欲

求や衝動との関係からみる ζ とができるであろう。

社会的環境へ適応し，社会的価値を認めようとする精神的活動を自我の統制機能とE子んでい

るが，自我の統制機能は他方，原始的な欲求や感情を抑制する機能をもっている。このテス ト

は自我の統制機能の良否を最も重視して診断しようとするものであって，そのための指標には

次のようなものがある。

く 1> 形体水準 (Form-Leve 1)の評定値

形体反応には意識的な統制力や自戎の強固さ右投詳しているといわれている。形体反応は

通常良反応(プラス〉と不良反応(マイナス〕に区別するが，形体水d戸(F. L . )の評定

値にマイナスのある者は，自己統制に問題があると考えてよい。マイナス 1.0やマイナス

2.0の反応がある時には自己統制に問題があるので注意を要する。後述するKe y (キイ)

マイナスやP反応が同時にテェ y クされている時には，特に統制が不良であるということが

できる。

く 2> P反応 (Popular response) 
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M反応は人聞の内的統制をあらわすといわれている。この反応のある者は原始的で素ぽくな

衝動をよく統制して外側にるらわさない。また，社会の価値体系に従って欲求満足を将来に延

期させる働きをもっているともいわれている。

く 4> K e y (キイ〉マイナス

K e yマイナスというのは， このテス トにおける不良連想反応による性格異常点の記号であ

るが，この出現はどのような場合にも統制が悪いとか，不適応という診断がなされる。 Key

マイナスが~'ifí'に多い場合には. ~ 11こ社会環境に対して適応することが困難であることを示

しており，第 2には神経症や精神病質者の疑いがあるという。ただし，この場合にはKevマ

イナスばかりでなく .F . L .のマイナス値も同時に多くみられるのが通例である。

b 調査の方法

昭和 39年?月調査対象絞ごとに，あらかじめ送別した非行生徒とその対照鮮としての無非

行生徒を集め，同一条件で調査者が集団的にテストを実施した。テストの実施にあたっては特

に非行生徒に疑惑や不安を与えないようにするためじゅうぶん注意を払い，調査対象者数と同

数以上の一般生徒を加えて被験者数をふやし，調査日時を生徒の生活に合わせて最も自然な形

でテストをするなど配慮したので，非行生徒にも不安や動揺は見られず，全員快くテヌ トを受

けた。

イ 社会適応(環境体験)の状態の調資

a 使用テスト

非行生徒と1m非行生徒が，どのような社会通応の状態にあるかをは援するために，長島貞夫

若 適応性診テストを用いた。とのテストは児童・生徒の適応性を診断するために考案された

もので，個人迫応 5項目，社会適応 5項目からなっているが，本研究では社会迫応の 5項目を

用いて調査対象者が，社会環境をどのような体験として受けとめているかを調査した。このテ

ストの社会泊応の状態を調査する項目は次の五つからなっている。

く 1> 社会的技術

社会的技術を迎度に有する者は，他の人々と交わるこ とに困難を感じないし，また，他に奉

仕するととを好み友人などにも進んで協力する。 一般に社会的技術は社会的意識や道徳的意識

の発達と関連するものと考えられている。

<2> 統率性

この特性は積極的な行動傾性を怠リたしている。このような特性をもっている者は自己の意見

や考えを進んで発表し，多くの人から敬愛され， リーダーνyプをとり，集団のために港仕し

ようと努力する。この特性は自己の能力に対する自信，集団における所属感情や安定感にささ

えらオしている。

く 3> 家庭凶係

家庭における児童 ・生徒の所属感情や安定感を調べようとするもので，児童 ・生徒が家庭に

おいて家族から変されていると感ずることは，彼らに安定感と幸福感をもたせ，その行動を明

朗なものにする。これに反し拒恋，溺愛，不和， 経済的敏たんなどは彼らに不安感や不幸感を

もたせ，その行{)Jを不明朗なものにする。
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く 4> 学校関係

学校によく 泊応している児童 ・生徒は，教師・や友人に愛され，級友と親しく交わり， 自分

の特質が学級集団において，じゅうぶんに評仙されていると感じている。教師や級友から拒

否されていると感じている孤立的な者や，学校をきらう者の中には，他の生活場面において

要求を満足させる手段を見い出そうとして，社会的に好ましくない行動を代償的に発展させ

やすむ、。

く 5> 近隣関係

近隣の人々や友人との関係は，児玉在 ・生徒の全体的人格の発迷に，少なからぬ影響を与え

ている。生活環境を盤え，隣人に愛され， 良い友人をもち， 近隣社会に協力的な者は，パラ

シスのとれた人格の持ち主ということができる。

以上五つの特性は社会的，対人的場面における行動の様式であり，社会に対する個人の適応特性で

ある。この特性の調査によって，どのような社会的，対人的場面に迫応障害容をも っているかを診断的

に知ることもできるし， テス ト結果を総合的に判断するこ とによ り，個人の社会t'ri頃への適応状態を

全体的に知ることも可能であるυ

b 調査の方法

前節で述べた集団ローJレνャ yハ・テストと同じ方法により .同じ対象に対して実施した。

(3) 調査の結果とその考察

ア 集団ロ ーノレジャyハ ・テス トによる自己統制力の調査

a 調査のねらい……・…研究仮説(I)の設定

人聞の行動を統制し，社会の価値基準に適合させる機能をもっている自己統制力は，非行の発

生に対し抑制的な作用をする。したがって，自己統制力のすぐれている者は，社会の行動基準か

ら逸脱した非行に陥ることは少ないが， 反対に自己統制力の劣っている者は非行に陥りやオぃ。

非行生徒とその対照群としての無非行生徒のも っている自己統制力を比校するならば， 両者の聞

には統計的に有意の差があるであろう。 個人の有する自己統治IJ力の状態を知れば，非行への親和

度を知ることができるであろう という仮説を設定し，その検証のためにこの調査を実施した。

b 調査の結果と考察

① k e yマイナスの出現状況

このテス トにあらわれた ke yマイナスの数を集計すると第 16表のようになる。非行群に

属する者は平均4.25個の ke yマイナスが出現したのに対し.1m非行群に属する者ではその

メ以下の 2.08個にすぎなかった。
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第 16表 各群別Ke yマイナス出現状況
(数字は人数)

、主11空どイf議。1 2 5 4 5 6 7 8 守 10 1 1 12 計 平均 標準偏差

非 行 主草 5 2 I 17 1 2 8 ι 5 3 。。。。60 4.25 2.13 

(11互f立L群
8 13 22 7 7 1 。 。。。。60 

9 18 24 24 19 9 7 I 5 4 。。。。1 20 

2.0 8 1.53 

rdt-二ニ1
ウエJレチの方法による両群の分散の差 F = 10 3.0 4 P< 0.0 01 t d ;-:-118 

クエノレチの方法による両群の平均の差 t = 11.30 Pく 0.001 d f=毛9

k e yマイナスの出現と非行との関連 C.R. = 6.58 Pく 0.00 1 

このテス トに現われた ke yマイナスの数と非行の有無の聞に統計的に有意の差があるかどうかを

調べるために，臨界比 (Critic:al Ratio C.R.)検定を行なったととろ，危険率 0.00 1以

下で有意差があり .K e yマイナスの数と非行の有無の聞には高い関連性があることがわかった。第

1 6表のKeyマイナスの分布を折れ線グラフで表わすと ，左図のようになり Keyマイナス 2と5

k c yマイナス数 2以下の群と 3以上の群の比較

一一一無非行群

¥一三入 f 

eyマイナス出現数

第 17表 k e yマイナス 2以下の群と 5以上の群

とを墳として，無非行群と三間群の二つの山

に分かれていることがわかる。

そこで，k e yマイナス 2以下を統制良好

群とし. 3以上の者を統制不良群として，そ

の両群について keyマイナスの分布をみる

と第 17表のようになる。この分布について

が検定を行なったところ，危険率0.001以

下で両群の聞に有意差があった。

この表を見ると. k e yマイナス 2以下の

統制良好群に属する者は総数 51名で，その

うち実際に非行のある者は，わずか8名

手議去をk eyマイナス keyマイナス
2以下の群 5以上の群

計

( 1 5.8 %)にすぎないが，非行のない者は

実に 43名 (84.3 %)もあり，前者の 5倍

強におよんでいる。

これに対し ke yマイナス 5以上の統制不

良群に属する者は総数 69名で，そのうち非

行のある者は 52名 (75.4φ)もあったが

非行のない者はわずかに 17名(2 4.6 %) 

にすぎなかった。とのこと から ke yマイナ

非 イ7 群 8 ( 1 5.7) 52 ( 75.4) 60 

無非行群 43 ( 84勾 17 ( 24.6) 60 

計 !51(100) 69(100) 1 20 

x2=283.24 P<O.OOl df=1 

ス出現 3以上と 2以下とで非行者と無非行者とを識別することが可能であることがわかった。

② 形休水線 (F. L .)のマイナス値の出現状況

F.L. マイナスは第 18表のように非行群に属する者の%にあたる 12名の者にだけ現われ，

熊非行訴に属する者には全く出現しなかった。 第 18表の分布についてが検定をした結果，危験

率0.01以下で有意、王手があり .F . L .マイ ナスの出現と非行の聞には関連健があるというととが

- 2 1ー



第 18表 各群別F.L.マイナス出現状況

(数字は人数)

¥群¥、F.下L一.マ一イスナ 有 無

[非行群 12(10C)!48付

無非行群 1 0 60(山

計 12 (1 00) !10 8 (1 00) 

x2= 13.33 Pく 0.001 d f = 1 

@ p反応の出現状況

( )内は%

計

60 

60 

できるが，F . L .マイナスのない

者でもその 44.4%にあたる 48名

は非行に陥っているので，非行者と

1l~非行者を識別するための因子とし

ては適当でないと息われる。

第 19表各群別P反応出現状況 (数字は人数〉

iト型空 I0 

非行群

l無非行群 t

計

C.R. =1.29 P>O.10 

平均

3.12 

2.7 5 

標準偏差

1.75 

1.36 

この調査ではP反応の出現は第 19表のような分布になった。 P反応数と非行の有無の関連につ

いては，臨界比 (C. R . )検定の結果，危険事は O.1 0よりも大となり両群の聞に有意差が認め

られなかった。すなわち，P反応数と非行の有無の聞には関連性がないということがわかった。

@ M反応の出現状況

第 20表 M反応の出現状況 (数字は人数〉

i ￥ ¥ 合唱順-応-数』 ー

。 3 4 
平均 標準備差

12 37 1 1 C 。 60 ! 
0.98 0.46 

無 非 行群 14 32 1 2 2 
1.03 0.75 

計 26 69 i 23 2 

C.R. = 0.0 1 4 P>  0.10 

M反応の出現は第 20表のような分布になった。 M反応と非行の有無の関連について権界比 (C.

R • )検定を行なった結果，危険率は O.1 0よりも大となり両群の聞に有意差が認められなかった。

すなわち，M反応数と非行の有無の聞には関連性がないということがわかった。

以上で集団ロ ノレνャハ ・テストを用いて自己統制ブJを示す指I標といわれている keyマイナス

F .L.マイナス， P反応，M反応について調脊した結果の険定を終ったのであるが， P反応と M

反応は非行との関連性がなく ， F. L .マイ ナスについては関連性は認められたが，非行群に属す

る者のー郊にだけしか出現せず，両群の自己統命Ij)]を比較する因子としては適当でないと思われる

ので除外し，k c yマイナスの出現数によって 自己統制力の良否を判定し，統制良好群 (ke yマ

イナス 2以下と統ililJ不良群 (ke yマイナス 3以上)に分類した。その結果は前掲第 17表のよう

に統制良好群に属する蓄の非行に陥るチャ γスは， 1 0 0につき 1S.7であるのに対し，，統制不
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良群に属する者の非行に陥るテャシスは 100につき 75.4と5倍も高くなっており，自己統制力

と非行の有無との問には高い関連伎があることがわかった。自己統制力は非行群と無非行群を識別

する有力な因子であり，初めに設定した研究仮説(1)は検証することができた。

イ 適応性診断テス トによる社会適応の状態の調査

a 調査のねらい……研究仮説 (U)の設定

自己統制力と非行との関連について謁企の結果，良い統制力をもっているにもかかわらず非行に

陥っている者があり，反対に不良な統制力であっても非行に陥らない者がある。今回の調査では統

制良好却の巾で 15.7%の者には非行があり，統制不良封.の中では 24.6%の者には非行がなかっ

たが，このことは非行要因の複雑性から考えて当然ありうることであろう。

自己統制力以外の重要な非行要因としては，社会環境に対する適応の状態がどのようになってい

るかを考えなければならない。社会適応の状態とは環境に対する認知の状態のことであるが，社会

泊応の状態に問題をもっている者は，つねに欲求不満をもち，非行が発生しやすい不安定な心理的

状態にある。

非行生徒とその対照群としての無非行生徒の社会適応の状態を比較するならば，可者の聞に比統

計的に有意の差があり，祉会適応の状態から非行への緩和肢を知ることができるであろうという仮

説を設定し.その検証のためにとの調査を実施した。

b 調査の結果と考察

泊応性診断テ A トによる後査の結果，非行群とmt非行君主に分けて社会適応の得点(パーセ ンタイ

ノレ)の分布を比べてみると第 21表のようになり，非行訴はパーセシタ イノレの低い方(不良適応;)

に多く分布し，1I!t非行群は高い方(良適応〉に多〈分布していることがわかる。

第 21表各群別社会適応状況 (1) (数字は人数)

、z¥f¥社ミ今ヨ辺』しイ、ノノレも- 1-9 10-19 20-79 30-39 4日-4950-59160-日 70-79 計

非 行 1洋 8 8 10 8 1 1 6 2 1 5 60 

無 非行郡 4 2 ヲ 1 0 6 5 ? 5 10 60 

H 12 j 1 9 1 8 j 1 7 1 1 ! 1 1 
← l 

1 I 6 1 15! 120: 

これをテストの手引書により 50パーセンタイルを境として適応良好群と適応不良群に分けて比

べてみると，第 22表のような分布になり ，一見して非行群は制問群に比しズ良な適応状態にあ

ることがわかる。第 22表の分布についてx2 検定の結果，危険率0.01以下で両群の閣に統計的

に有意の差があり ，さきに設定した研究仮説 (U)について検証することができた。しかし，この

(数字は人数〉調査でも不良な社会適応の状態にありながら非行
策 22表各群別社会適応状況 (11)( )内は φ

の注い者が 31名 (40.8 %)もあり，良好な社
.¥S干主l、-会九適¥応』 不良 (50ノ乙-

センタイ峨満)
良(50パーセ
ンタイノレ以上)

非行群 45 ( 59.2) 1 5 ( 34.1) 

1m非行宮下 3 1 ( 40.8) 29 ( 65.9) 

76 (100.0) 144 (100.0) 
-一一--一一一_.一一一一一一一一一ー _.1一一一一一一一-

x2 =7.00 Pく 0.01 d f = 1 

計

60 

60 

120 

会適応の状態にあっても非行のある者が 15名

(3 4.1 %)もあった。このことは非行の発生に

は，社会適応の状態以外の要肉が働いていること

を示していると考えなければならない。
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ヲ 自己統制力 ・社会適応の 2凶子と非行との関連についての考察

自己統制力の調査では良い統制力をもちながら非行をする者と，不良な統制力にもかかわらず非

行をしない者があり，社会適応の調査では良い適応をしていながら非行に陥る者と不良な適応の状

態にありながら非行に陥らない者とがあョた。との差異はどうして生ずるのであるうか。その原因

を究明するために， 自己統制力と社会適応、の二つの因子を組みあわせて，それと非行の有無との関

連について検討した。その結果.非行群については第23表のようにたり，良い統flil]力をもちなが

ら非行に!(，%?た6名(口)は，社会適応の状態が不良であることがわかった。このことは彼らのも

っている自己統制力の強さに比べて社会適応の状態が不良のため，それから生ずる欲求不満に耐え

ることができないで非行に|沿ったものと解するととができよヨ。

第 23表 自己統iIllJ力と社会適応との関連 (1) また，良い社会適応、の状態にあっ

ても不良な自己統ilJiJ力をもっている

1 3名わ)1こついては，貧困な統制力

のために社会適応の状態に大きな問

題がなくても，わずかの誘因によっ

て非行に陥ったものであろう。不良

な統HilJ力と不良な社会適応、の状態に

ある 39名(ニ)は，非行に焔るの

も当然のことと考えられるが，反対

-非行群一 (数字は人数)
ー.

長室己統ililJ力 ー良 ( keyマ 不良 (keyマ
rt; -____ イナス 2以下ヲ イナス 3以上) 計

良 ( 5 0 パ ~-eI)
タイ ル以

(イ) 2 (ハ) 1 3 1 5 

不良夕，50ノZーセン、) 
イル未満 iロ) 6 (ゴ 3 9 4 5 

計 8 5 2 6 0 
ー争

に良い統制カと良い社会適応の状態にありながら非行に陥った2名(イ)については，詳細なケー

ススタプ fによらなければ，その原因の診断は困難であるが，数少ない事例であった。

無非行詳については第 24表のような分布になり良い統ilil]力をもち，よい社会適応の状態にある

2 1名 (ホ)カL 非行のないのは当然ということができょうし不良な社会適応の状態にあっても

良レ岐部IJ力をもっている 22名〔へ)については， 良い統制力が不良な社会適応からくる欲求不満

にl耐えて，非行の発生を抑えているものと解することができょう。 不良な統制力であっても良い社

会適応の伏態にある 8名(ト)については， 社会適応の状態が良好なため欲求不局に陥ることなく，

貧 咽な統的IJカにもかかわらず非行が現われないものと解することができるであろ。

第 24表 自己統治I]:1Jと社会適応との関連(u) 

無非行群
不良な統lljl]力をもち，不良な社会適

長訟哩竺!2良(k~yマイナス)
2 以下

良 J、50ノノレtー以セン上、' 
タイ

(ホ) 2 1 

不良〈50パーセン)
タイノレ剰荷 (へ} 22 

計 43 

(数字は人数)応の状態にある 9名(チ)は，現在ま

不良(~eづ2ス 3
計

(卜) 8 29 

(チ) P 3 1 
十一一一 一

1 7 60 

- 2 4 ー

でに明らかに非行はないが，その原因

はケ ーススタディによらなければ不明

である。けれども，将来何かのきっか

けで非行にはしる危険性を内包してい

るものと考えることもできょう。



次に自己統制ブJと社会適応の二つの因7と非行の有無との関連について検討するために，第23 

表と第24表をまとめ第 25表を作成した。この表の分布についてが検定の結果，飽食率0.01 

以下て・有窓差があったが，さらに「統HilJJと「適応Jの2因子を組み合わせた各カテゴ9ーごとの

検定をした。その結果から次のようにいうととができるであろう。

第 25表 自己統flilJ力と社会適応との関連(目)
(数字は人数)
( )内は<t

会¥縮iIIJと
適応

良統illlJ・良適応 良統ftilJ.不良適応 不良統flilJ.良適応 不良統iUIJ・不良適応 計

非行群 (a) 2 (c) 6 le) 13 (g) 39 60 
( 3.3) (1 0.0) (21. 7) (65.0) (1 00) 

無非行群 Ib) 21 (d) 22 (f) 8 (h) 守 60 
(35.0 ) (36.7) (13.3) (15.0) (1 00) 

計 23 28 21 48 120 
ι 

x2 = 44.7 6 Pく 0.01 d f = 3 

① 良い統制i力をもち良い社会適応、の状態にある者 f良統ililJ・良適応詳という)は，非行若手にあ

つてはわずかに 2名 (a)で全非行生徒の 3.3各にすぎないが，無非行群にあっては2 1名

(b)で全無非行生徒の35. 0 %におよんでいる。次にこれを良統制・良適応若手の総数 23名

(a+ b)に対する割合について比較してみると，非行生徒は2名8.7%であるのに対し， 無

非行生徒は21名 91.3%となっている。 との分布についてが検定の結果が値 15. 7 4 

Pく0.01 d f = 1 となり有，意差があった。このととから良い統lIiIJ力をもち良い社会適応

の状態にある者は非行に陥る危険性が少ないということができる。

@ 不良な統制力をもち不良な社会適応の状態にある者 f不良統ilJlJ・不良適応群という〉比非

行鮮では 39名(g)で封ド行生徒の 65. 0 %におよんでいるのに対し，無非行群ではわずか

に?名(h)で全無非行生徒の 15.0偏にすぎない。これを不良統HilJ・不良適応群の総数 48

名 (g+ h)に対する割合について比較してみると，非行生徒は 39名 81. 3 otであるのに対

し，無非行封走はわずかに 9名 18. 7婦である。この分布についてzが2 検定の結果 Zが2 値18.. 

7 7 Pくり 01 df=1となり4合詰

なネ社土会適応の伏態にある者は非行に陥る危険性が高いという ζ とができる。

① 良い統制力をもち不良な社会適応の状態にある者(良統ililJ・不良適応群という〉は，非行群

では6名 (c)で会非行生徒の 10.0%であり，無非行群では 22名 (d)で全無非行生徒の

3 6. 7 otである。これを良統ililJ・不良適応群の総数 28名 (c+ d)に対する割合について比

較してみると，非行出走は 6名 21. 4 %であるのに対し，無非行生徒は 22名 78. 6 %である。

ζの分布についてが検定の結果が値呪 18 P < o. 0 1 d f = 1 となり有意互訪Eあっ

た。とのことから自己統制力が高い場合には，不良なネ主会適応の状態にあっても，その環境か

ら生ずる欲求有高や誘惑などに耐え，非行の発生を抑制するということができる。

@ 不良な統制力をもち良い社会適応のt犬態にある者(不良統ililJ・良適応群という〉比非行群

では 13名 (e;で全非行生徒の 21.7%であり，無非行苦手では8名 (f)で全無非行生徒の
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1 3.3 <OJである。 ζれを不良統iljll・j定通応鮮の総数 21 ~乞 ( e + f)に対する割合について比

較してみると，非行生徒は 13名 61.9%であるのに対し，無非行1:伎は8名 38.1%である。

この分布についてが検定の結果が値 1.2 4 0.2 0 < Pく 0.30 d f = 1となり有意差

は認められなかった。このことから不良な統II，IJカをもっていて良い社会適応の状態にある者の

非行の，釘無との関連性は，統計的に有志差がなくこの調笠からは断定的なことはいえない。

以上の調賓とその結果の分析により「良い自己統制)Jをもち良い社会適応の状態にある者は，非行に

陥る危険性は少なく (非行に陥るチャンス 100につき 8.7)，反対に自己統ililjカが不良でその上不良

な社会適応の状態にある者は非行に陥る危険性が高い(非行に陥るチャ Y ス 100につき tl1. 3) Jと

いうことを実証的に知ることができた。このことは児童 ・生徒の布する潜在的非行性は，児童 ・主徒の

臼己統ililJ力と社会適応、の状態を縄査測定することに ヒり予知することも可能で汽るということであり，

学校において多数の一般の児童，生徒の中から，潜在的非行↑生をもっている者を早期に発見し，非行の危

険性を予測することが可能であることを示していると結論づけることができょう。

おわりに

本研究は学校で潜夜的非行性を有する !J~童・生徒を. 単なる直感や経験的判断のみに頼ることなく科

学的客観的に早期に予知する方法を佐立すること，および，そのようにして発見された児童 ・生徒に対し，

潜在的非行性形成の原因を探究して非行の発主を防止し，児童・邸主の人絡の健全な成長発達をはかる

ことに寄与しようというね らいをも勺ている。

非行の予測については古くから多くの研究者や実践家によって， 研究され実践されているが，学校

で用いるのに適したものはない。本研究では先人の研究を基礎として，専門的な知祇や技術を必要とせ

ず， iI年間的，労力的，経済的にも負担が少なく，学校において容易に実施し得る非行予測法の確立を第

1の目標としている。 したが「て，万法的には縫系論に基ーづく数理統計的な方式により，測定具として

は市販の客観的テス 卜を使用し，そのテス卜にあらわれた結果の分析から町議 ・生徒の非行に陥る叢然

性を推測しようとするものである。

第九年次においては，このような万法により児童 ・生徒の非行を予測することが，はたして可能である

かどうかを検討するために， 自己統ililJカと社会適応の二つの因子と非行との関連性についての仮説をも

うけて"実態調査をしたのであるが，その結果，両因子と非行とは密接に関連性があり，自己統ilil]力と

社会適応、の二つの箇子を調査測定することによって，ヨ将7の予測は可能であるという肯定的見通しをも

つことができた。この方法が非行の予測法として実用性をもつためには，二つの因子と非行の関連性を

数量化して予測基準を作成し，その信頼性と妥当性の検定をしなければならないが，これらの問題は第

2年次以降において研究していきたい。少年~j同すが激増している今日，非行予測法の確立は緊密生課題

であるが，本研究がそのために役立つζ とがあれば望外のしあわせ‘であると思っている。

非行ーの予測については，この道の先覚者ゲリュ yク夫妻が数理統計的万i法にる早期予測法を世に問ラ

て以来，それに対し多くの意見や疑問が出され論議がたたかわされている。それらの批判に対しては謙

虚に耳をかたむ{九いたずらに予測法を過信して予測法万能主義に陥るようなことがあ ってはならないロ

いくつかの因子が非行の予測にとって実験的に有効であるからといって，他の多くの因子を排除するわ

けにはいかないであろう し， これらの万法がいかに客観的，実証的であったとしても数理統計上の驚然

- 26ー



宇tに基礎なおくものであるI繰り，生きた人l自に機械的にあてはめ，それのみで少年、つ将米の非1Jι saj 

。去し I うとすることは人間の行仙のダイナ~ ':/クスを 1!!~似した予，11'，'1: 0) 1.1. 11で%るという，そしりを免

れないであろう。

合主思統計的万i土による非行の子損IJ法は，あくまで潜仕的Jlrrt'lュの第1次的発見にのみ用いると.すな

わち，非ff予測lの*ì助的手段であることを忘れてはならない。たとえていったらば放射詑~liJ~における

ガイガ一計数管や医師の員会断の際の体制計のような役同をするものであることを常に念頭において，よ

りよい予測法の/，Yti立のためにl~f究を進めていきたいと念腕している。

終りに，この研究について各位のご批判をお願いするとともに， この(iJf究調殺に対し終始積極的にど

協力をいただいた研究協)J校の校庭先生はじめ諸先生に対し，傑<!感謝の窓を表するものである。

この研究を初当し，執銭のたのは東山修二 である。
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